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 令和３年５月２０日から「避難指示」までに必ず避難！  

今年４月に災害対策基本法が改正され、５月２０日から新

たな避難情報の運用が開始されました。従来の避難情報で

は、必ずしも的確な避難につながっていないとして、避難する

タイミングがより明確な表現に見直されました。今回の見直し

を踏まえ、改めてお住まいの地域の災害リスクや避難行動、

非常持出品をハザードマップやマイ・タイムラインなどで確認

し、警戒レベル４ 『避難指示』 の段階までに必ず避難できる

よう準備しておきましょう。 
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 「避難」 とは避難所へ行くことではない・・・！  

 「避難」とは読んで字のごとく「難」を「避」けることです。災害時には、必ずしも市が指定する避難所へ

避難する必要はありません。災害リスクのない安全な地域にお住まいの親戚・知人の家等も避難先に

なりえますので、お住まいのある各種ハザードマップを確認し、災害時に備え事前に相談しておきまし

ょう。また、自宅が安全な場合は在宅による避難も可能です。避難の必要がないにもかかわらず、大

雨等の危険の中、避難所まで向かう必要はありませんので、ご自宅の災害リスクを改めて確認してみ

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年６月１日現在、高岡市では、36 校下のうち、32 の校下(地区)連絡協議会が活動を行

っております。【平米・定塚・下関・博労・横田・西条・川原・成美・二上・守山・能町・野村・

二塚・佐野・木津・福田・小勢・立野・東五位・石堤・国吉・牧野・伏木・戸出・醍醐・北般若・

是戸・中田・福岡・山王・大滝・赤丸 計 32校下】 

実際の災害時には、校下(地区)自主防災組織連絡協議会の役割が重要となります。今後も高岡市

は全校下(地区)での設立に向けてサポートを続けてまいります。 
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普段から災害時に避難 

することを相談して 

おきましょう。 

※ハザードマップで 

安全かどうかを 

確認しましょう 

 

ハザードマップを確認し 

自宅にいても大丈夫かを 

確認することが必要です。 


